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(57)【要約】
【課題】比較的安価にかつ安定して製造可能であり、保
護膜で封止することにより小型化が可能な封止構造を提
供する。
【解決手段】基板１上に構造体１０が形成され、基板１
上に構造体１０に対するダミー部材２０が配置され、構
造体１０及びダミー部材２０上に、構造体１０及びダミ
ー部材２０を封止する保護膜７が設けられ、構造体１０
と保護膜７との間に、中空の空間６が設けられている封
止構造を構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に構造体が形成され、
　前記基板上に、前記構造体に対するダミー部材が配置され、
　前記構造体及び前記ダミー部材上に、前記構造体及び前記ダミー部材を封止する保護膜
が設けられ、
　前記構造体と前記保護膜との間に、中空の空間が設けられている
　ことを特徴とする封止構造。
【請求項２】
　前記構造体上の前記保護膜と、前記ダミー部材上の前記保護膜とが、連続した平坦な板
状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の封止構造。
【請求項３】
　前記ダミー部材が、前記構造体と独立して形成されていることを特徴とする請求項１に
記載の封止構造。
【請求項４】
　前記ダミー部材と前記構造体とが、一部で接続されていることを特徴とする請求項１に
記載の封止構造。
【請求項５】
　前記ダミー部材と前記構造体が、共通の層をパターニングして形成されていることを特
徴とする請求項１に記載の封止構造。
【請求項６】
　前記構造体と前記ダミー部材との隙間が、前記構造体と前記保護膜との間の前記中空の
空間の厚さの２倍以下であることを特徴とする請求項１に記載の封止構造。
【請求項７】
　前記構造体と前記ダミー部材との隙間が、前記構造体と前記保護膜との間の前記中空の
空間の厚さ及び前記保護膜の膜厚の総和の２倍以下であることを特徴とする請求項１記載
の封止構造。
【請求項８】
　前記構造体が電気機械素子であることを特徴とする請求項１に記載の封止構造。
【請求項９】
　基板上に、構造体及びダミー部材を、それぞれ形成する工程と、
　少なくとも前記構造体を覆って、犠牲層を形成する工程と、
　前記犠牲層上に、前記構造体及び前記ダミー部材を封止する保護膜を形成する工程と、
　前記保護膜に前記犠牲層に達する開口を形成する工程と、
　前記保護膜の前記開口を通じて前記犠牲層に対してエッチングを行い、前記犠牲層を除
去して、前記構造体の上に中空の空間を形成する工程と、
　前記保護膜の前記開口を、封止材によって封止する工程とを有する
　ことを特徴とする封止構造の製造方法。
【請求項１０】
　前記構造体及び前記ダミー部材を、それぞれ形成する工程において、共通の層をパター
ニングすることによって、前記構造体と前記ダミー部材とを同時に形成することを特徴と
する請求項９に記載の封止構造の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造体（例えば、電気機械素子)の周囲に中空の空間を有し、構造体と空間
とが保護膜で封止された構成の封止構造及びその製造方法に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　近年、基板上の微細化製造技術の進展に伴い、電気機械素子、いわゆるＭＥＭＳ素子（
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超小型電気的・機械的複合体：Micro Electro Mechanical Systems）や、そのＭＥＭＳ素
子を組み込んだ小型機器等が注目されている。
　ＭＥＭＳ素子は、可動構造体である振動子と、その振動子の駆動を制御する半導体集積
回路等とを、電気的・機械的に結合させた素子である。そして振動子が素子の一部に組み
込まれており、その振動子の駆動を電極間のクーロン引力等を応用して電気的に行うよう
にしている。
【０００３】
　このようなＭＥＭＳ素子のうち、特に半導体プロセスを用いて形成されたものは、デバ
イスの占有面積が小さいこと、高いＱ値（振動系の共振の鋭さを表す量）を実現できるこ
と、他の半導体デバイスとのインテグレーション（統合）が可能であること等の特徴を有
することから、例えば無線通信用の高周波素子としての利用等も提案されている。
【０００４】
　ＭＥＭＳ素子においては、その振動子の可動部の周囲に空間を確保して、振動子が動作
できるような状態にすることが必要である。
　この可動部周囲の空間確保は、通常、いわゆる犠牲層エッチングによって行われる。
　即ち、犠牲層と呼ばれる材料をＭＥＭＳ素子の周辺に充填して形成し、後の工程で犠牲
層をエッチングにより除去している。
【０００５】
　このようにして作製されたＭＥＭＳ素子は、そのままでは大気に露出した状態となる。
　ＭＥＭＳ素子が大気に露出した状態では、大気中の水分やダスト等の付着をはじめ、使
用環境の影響を直接受けるため、ＭＥＭＳ素子の信頼性の維持に支障をきたすことが予想
される。このため、圧力センサ等、使用環境の状態を直接センシングする、一部のデバイ
ス用途に限定されてしまう。
　また、デバイス作製時の実装工程等において、使用時よりも厳しい環境にさらされるた
め、その歩留まりの低下も著しい。また、機械的共振を利用した一部のデバイスでは、そ
の特性上、減圧下での動作が望ましい場合もある。
【０００６】
　このような理由から、ＭＥＭＳ素子は、最終的には何らかの形で封止されることが必要
である。
【０００７】
　従来は、ＭＥＭＳ素子を保護するために、比較的高価な気密性パッケージなどが用いら
れていたが、コスト低減のために、近年ではウェハレベルでＭＥＭＳ素子を封止する構造
等の検討もなされている。
　特に、半導体薄膜プロセスを用いて製造する、いわゆる表面ＭＥＭＳでは、他の周辺回
路やシステムとの１チップ化による付加価値向上が期待されるため、混載するＭＥＭＳ以
外の素子とのプロセス整合性を考慮して、このウェハレベルの封止構造にも標準的なＣＭ
ＯＳプロセスを流用する試みがなされている（例えば、特許文献１参照）。
【０００８】
　ウェハプロセス中において、ＭＥＭＳ素子等の構造体を封止する場合には、通常、構造
体の上に犠牲層を形成する工程と、犠牲層上に構造体を封止するための保護膜を成膜する
工程と、保護膜の内部の犠牲層を除去して中空構造を形成するという工程とをとっている
。
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－２６３９０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　犠牲層は、その下の構造体の形状を反映するため、犠牲層上の保護膜にも、同様に内部
の構造体の形状が反映される。
【００１１】
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　例えば、図８に断面図を示すように、信号線５３と片持ち梁５４の振動子とが空間５５
を介して配置されて成るＭＥＭＳ素子の構造体６０に対して、その上の空間５６を介して
保護膜５７を形成した場合を考える。図中、５１は基板、５２,５８は絶縁層、５９は犠
牲層をエッチングするための孔を封止する封止材を、それぞれ示している。
　隣り合う２つの構造体６０の間は、ＭＥＭＳ素子の特性を確保する等の理由から、ある
程度の間隔があけられる。そして、構造体６０とその間の部分とで大きい段差を有してい
る。このため、保護膜５７においても、段差の形状が反映され、破線で囲った部分で屈曲
している。
【００１２】
　このように、内部の構造体６０の段差が大きいと、保護膜５７においても段差の形状が
反映され、図８の破線で囲った部分のような、保護膜５７の段差の付け根の部分等に応力
が集中しやすくなる。このため、保護膜５７のクラックの発生や気密性の低下等の原因と
なっていた。
【００１３】
　一方、前記特許文献１には、通常のＣＭＯＳ構成の半導体装置の配線工程を利用して、
ＭＥＭＳ素子とその保護のための封止構造とを形成し、配線間の層間絶縁膜の一部を犠牲
層として利用する製造方法が提案されている。
　そして、必要に応じて、ＣＭＰ（化学的機械的研磨）法等を用いて、犠牲層となる層間
絶縁膜の平坦化を行うことが記載されている。
　このように層間絶縁層の平坦化を行えば、上述の保護膜の段差の問題を回避することが
可能である。
【００１４】
　しかしながら、多層配線を必要としない一般的なＭＥＭＳデバイスの作成において、こ
のような平坦化工程を行うと、製造コストが増加してしまう。
　平坦化工程は、通常、成膜工程とは別の装置で行われるため、一連の工程として行うこ
とができず、工程数が増加してしまうからである。
【００１５】
　さらに、一般的に、ＣＭＰ法等で平坦化工程を行った場合、成膜工程等と比較して、ウ
ェハ面内の均一性に劣っており、下地の構造体のパターンに対する依存性も大きい。
　このため、ＭＥＭＳ素子の構造体の上側に検出電極を配置する構成等、ＭＥＭＳ素子上
の犠牲層の膜厚を精密に制御したい場合には、平坦化工程は適していない。
【００１６】
　また、ＭＥＭＳ素子を用いた構成に限らず、構造体に対して中空構造を設ける必要があ
り、中空構造を保護膜により封止する構成においても、上述した問題を生じる。
【００１７】
　上述した問題の解決のために、本発明においては、比較的安価にかつ安定して製造可能
であり、保護膜で封止することにより小型化が可能な封止構造及びその製造方法を提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の封止構造は、基板上に構造体が形成され、基板上に、この構造体に対するダミ
ー部材が配置され、構造体及びダミー部材上に、構造体及びダミー部材を封止する保護膜
が設けられ、構造体と保護膜との間に、中空の空間が設けられているものである。
【００１９】
　本発明の封止構造の製造方法は、基板上に、構造体及びダミー部材を、それぞれ形成す
る工程と、少なくとも構造体を覆って犠牲層を形成する工程と、この犠牲層上に、構造体
及びダミー部材を封止する保護膜を形成する工程と、この保護膜に犠牲層に達する開口を
形成する工程と、保護膜の開口を通じて前記犠牲層に対してエッチングを行い、犠牲層を
除去して構造体の上に中空の空間を形成する工程と、保護膜の開口を封止材によって封止
する工程とを有するものである。
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【００２０】
　上述の本発明の封止構造の構成によれば、基板上に、構造体に対するダミー部材が配置
され、構造体及びダミー部材を封止する保護膜が設けられている。これにより、ダミー部
材で構造体による段差を緩和して、保護膜の段差を緩和することができるので、保護膜に
おいて、クラックの発生や気密性の低下等を防ぐことが可能になる。
【００２１】
　上述の本発明の封止構造の製造方法によれば、構造体及びダミー部材を、それぞれ形成
し、少なくとも構造体を覆って犠牲層を形成し、犠牲層上に、構造体及びダミー部材を封
止する保護膜を形成している。ダミー部材を形成するので、構造体による犠牲層及び保護
膜の段差が緩和される。これにより、保護膜において、クラックの発生や気密性の低下等
を防ぐことが可能になる。
【発明の効果】
【００２２】
　上述の本発明によれば、保護膜において、クラックの発生や気密性の低下等を防ぐこと
ができるので、封止構造において、高い信頼性を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の一実施の形態として、封止構造の概略構成図（断面図）を図１に示す。
　シリコン基板等の基板１の表面の絶縁層２の上に、ＭＥＭＳ素子の構造体１０が形成さ
れている。
　この構造体１０は、電極を兼ねる信号線３と、片方(図中左側)の端部に支持部４Ａを有
する片持ちの梁４とから構成されている。
　図示の断面では、２個の構造体１０が配置されている。
【００２４】
　そして、図８に示した従来の構成と同様に、構造体１０の上に中空の空間６を介して、
保護膜（キャビティ膜）７が設けられている。
　空間６は、犠牲層と保護膜７とを順次形成した後に、犠牲層をエッチング除去すること
により形成されたものである。
　保護膜７には犠牲層のエッチング除去のための孔があり、この孔を封止材９で埋めてい
る。そして、保護膜７と封止材９とによって、空間６が封止されている。
【００２５】
　基板１上の絶縁層２は、層間膜及び犠牲層除去時の下地ストッパー層となる。これらの
役割を兼ねる絶縁層を形成しても良いし、層間膜（例えば酸化シリコン膜）と下地ストパ
ー膜（例えば窒化シリコン膜）との積層膜としても良い。
　信号線３と梁４とは、例えば、多結晶シリコンにより形成することができる。多結晶シ
リコンに、必要に応じてリン等の不純物をドープしても構わない。
　保護膜（キャビティ膜）７には、例えば、多結晶シリコンを用いることができる。
【００２６】
　本実施の形態では、特に、構造体１０の周囲に、即ち、隣り合う構造体１０の間及び構
造体１０の外側に、ダミー部材２０を配置している。
　そして、構造体１０及びダミー部材２０の上に、空間６を介して、保護膜７が設けられ
ている。
　このように、構造体１０の間にダミー部材２０を配置していることにより、構造体１０
による段差をダミー部材２０で緩和して、上方の保護膜７を平坦化することができる。
【００２７】
　ダミー部材２０は、下層の第１の層１１と、その上の断面がＴ字形状の第２の層１２と
から構成されている。
　ダミー部材２０の第１の層１１は、構造体１０の信号線３と同じ材料で、同じ厚さに形
成されている。
　ダミー部材２０の第２の層１２は、構造体１０の梁４と同じ材料で、同じ厚さに形成さ
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れている。
【００２８】
　また、左右両端のダミー部材２０においては、その第２の層１２の上に、保護膜７と封
止材９が載っている。保護膜７はこのダミー部材２０上の部分では他の部分より下方に厚
く形成されており、この部分(保護膜７の支持部７Ａ)を介して保護膜７がダミー部材２０
の第２の層１２で支持されている。
　さらに、この左右両端のダミー部材２０の外側は、絶縁層８で封止されている。
【００２９】
　構造体１０を加工するマスクにおいて、ダミー部材２０を形成するためのパターンも入
れておくことによって、工程を追加することなく、ＭＥＭＳ素子の構造体１０の周囲に、
同じ高さのダミー部材２０を形成することができる。
　その際、ＭＥＭＳ素子の構造体１０とダミー部材２０との間隔は、上部犠牲層、または
上部犠牲層と保護膜７で埋め込める幅以下とする。これにより、形成される保護膜７が平
坦になるため、図８に示したような段差等への応力集中が起こらない。
【００３０】
　例えば、構造体１０とダミー部材２０との間隔を０．５μｍとして、上部犠牲層の膜厚
即ち空間６の厚さを０．４μｍとする。
　なお、この組み合わせに限定されないことは言うまでもない。
【００３１】
　より好ましくは、構造体１０とダミー部材２０との間隔を、空間６の厚さの２倍以下と
する。
　構造体１０とダミー部材２０との間隔が空間６の厚さの２倍を超えていると、空間６を
形成するための犠牲層を成膜する際に、間隔上の犠牲層の表面がへこんでしまうので、犠
牲層上に成膜する保護膜をある程度厚くする必要が生じる。
【００３２】
　また、構造体１０とダミー部材２０の間隔は、構造体１０の大きさや、構造体１０に必
要な特性を確保するために必要な構造体１０間の距離に対応して、適切な大きさに選定さ
れる。
　ＭＥＭＳ素子の構造体１０の大きさは様々であり、数μｍ～数十μｍを主体としている
が、１μｍ未満や１ｍｍ前後の場合もある。
【００３３】
　なお、ダミー部材２０は、構造体１０とは独立して形成されていてもよいし、デバイス
特性上支障がなければ構造体１０の一部を変形してダミー部材としてもよい。
　図１に示す断面では、構造体１０と独立してダミー部材２０が形成されているが、例え
ば、図示しない断面において構造体１０とダミー部材２０の各一部分（例えば、信号線３
と第１の層１１等）を接続して形成しても構わない。
【００３４】
　図１に示した封止構造は、例えば、次のようにして製造することができる。
　まず、基板１上に、層間膜及び犠牲層除去時の下地ストッパー層となる絶縁層２を成膜
する。
　次に、絶縁層２上に導体膜２１を成膜する。その後、導体膜２１をパターニングして、
図２Ａに示すように、信号線３及びダミー部材２０の第１の層１１を形成する。
　その後、図２Ｂに示すように、信号線３及び第１の層１１を覆って、全体に下側犠牲層
２２を成膜する。
【００３５】
　なお、絶縁層２は、前述したように、層間膜と下地ストッパー層とを異なる材料の絶縁
膜を形成した積層膜としてもよい。この場合は、それぞれの絶縁膜を順次成膜する。
【００３６】
　次に、図３Ｃに示すように、梁４の支持部４Ａを形成するための開口を下側犠牲層２２
に設け、同時に第１の層１１の上を開ける開口を下側犠牲層２２に設ける。
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　続いて、下側犠牲層２２のこれらの開口を埋めて、全体に導体膜２３を成膜する。その
後、導体膜２３をパターニングして、構造体１０の梁４及びダミー部材２０の第２の層１
２をそれぞれ形成する。これにより、片持ちの梁４の構造体１０とダミー部材２０とを、
同一平面上にそれぞれ多数個形成することができる。
【００３７】
　次に、図４Ｅに示すように、上側犠牲層を成膜する。なお、この図４Ｅ以降は、上側犠
牲層も、図３Ｄで示していた下側犠牲層２２も、犠牲層２４として統一して示す。
　次に、図４Ｆに示すように、犠牲層２４に、左右端のダミー部材２０の第２の層１２に
達する開口を形成する。この開口は、保護膜７の支持部７Ａを形成するためのものである
。
【００３８】
　続いて、図５Ｇに示すように、保護膜（キャビティ膜）７を成膜する。
　このとき、構造体１０の周囲には、犠牲層２４で埋め込まれた隙間を介してダミー部材
２０が配置されているため、犠牲層２４を成膜した後の表面は、従来構造体によって生じ
ていた段差が解消され、構造体１０上の保護膜７とダミー部材２０上の保護膜７とが、連
続した平坦な板状に形成された状態となっている。
　また、左右端のダミー部材２０の第２の層１２の上に、保護膜７の支持部７Ａが形成さ
れる。
【００３９】
　その後、図５Ｈに示すように、保護膜７の一部に犠牲層２４に通じる開口部２５を設け
る。
　次に、保護膜７の開口部２５を通じてエッチング剤を注入して、犠牲層２４をエッチン
グする。これにより、図６Ｉに示すように、犠牲層２４のあった所が空間となり、信号線
３と梁４との間、構造体１０及びダミー部材２０と保護膜７との間に、空間５，６ができ
る。
　その後、図６Ｊに示すように、保護膜７の開口部２５を埋めて、封止材９を成膜し、こ
の封止材９をパターニングする。
　このようにして、図１に示した装置を製造することができる。
【００４０】
　上述の本実施の形態によれば、隣り合う構造体１０の間にダミー部材２０を設けたこと
により、空間６上の保護膜(キャビティ膜)７が平坦化され、構造体１０上の保護膜７とダ
ミー部材２０上の保護膜７とが、連続した平坦な板状に形成された状態となり、保護膜７
が応力集中を起こすような段差を持たない構造となっている。そのため、保護膜７におい
て、クラックの発生や気密性の低下等を防ぐことができる。
　従って、保護膜７により小型化した封止構造において、高い信頼性を実現することがで
きる。
【００４１】
　また、本実施の形態によれば、構造体１０の信号線３とダミー部材２０の第１の層１１
、構造体１０の梁４とダミー部材２０の第２の層１２を、それぞれ同じ材料の層で形成し
ている。これにより、それぞれ同じ工程で同時に形成することができるため、マスクや工
程を追加する必要がない。
【００４２】
　さらに、ダミー部材２０によって保護膜７を平坦化するので、ＣＭＰ法等により犠牲層
を平坦化する場合と比較して、工程の追加が不要であり、細かい制御が可能でウェハ内で
のばらつきも生じにくい、という利点を有している。
【００４３】
　なお、構造体１０とダミー部材２０との隙間を犠牲層２４のみで全て埋め込まなくとも
、例えば、その上の保護膜７を成膜した際に埋め込みが完了すれば、隙間上方の保護膜７
表面の段差はなくなるため、同様の効果が得られる。犠牲層２４と保護膜７とを順次成膜
することによって、構造体とダミー部材との隙間を埋めるようにしても構わない。
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　この場合、構造体１０とダミー部材２０との隙間の空間に、一部保護膜７が入り込んだ
(突出した)構造になる。
【００４４】
　また、この場合には、好ましくは、構造体１０とダミー部材２０との間隔を、空間６の
厚さと保護膜７の膜厚との総和の２倍以下とする。
　構造体１０とダミー部材２０との間隔が、空間６の厚さと保護膜７の膜厚との総和の２
倍を超えていると、間隔上の保護膜７が平坦にならず下方に曲がるので、平坦な保護膜７
と比較して、応力を生じやすくなる。
【００４５】
　なお、上述の本実施の形態は片持ち梁の構造体を使用したが、両持ち梁の構造体、中間
部で梁が支持された構造体等、これに類する構造についても同様に考えられることは言う
までもない。
【００４６】
　また、上述の実施の形態では、構造体１０とダミー部材２０とが、共通の層をパターニ
ングして同時に形成した層によって、同じ高さに形成されていたが、構造体とダミー部材
とに高さの差が少しある構成も可能である。このような場合でも、ダミー部材がない構成
と比較して、保護膜の段差を緩和して、保護膜を平坦化する効果が得られる。
【００４７】
　また、隣り合う構造体の間にダミー部材を設ける位置は、通常細長い形状を有する構造
体に対して、構造体の長手方向でも、構造体の長手方向と直交する方向でも、それらの双
方でも構わない。各構造体の間隔等、構造体の配置レイアウトに対応して、ダミー部材の
位置を適宜選定すれば良い。
【００４８】
　また、任意のダミー部材で、保護膜を支持するようにしてもよい。
　図１では、左右端のダミー部材２０で保護膜７を支持していた。
　これに対して、図７に断面図を示すように、途中のダミー部材２０上にも保護膜７を支
持する支持部７Ａを形成しても構わない。
　さらに、途中のダミー部材で直接保護膜を支持するようにしてもよい。そして、保護膜
を支持するダミー部材と保護膜との間には中空の空間がない構成としてもよい。
【００４９】
　上述の実施の形態では、構造体１０とダミー部材２０とが同じ材料により形成されてい
たが、本発明では、構造体とダミー部材とが同じ材料である構成に限定されるものではな
い。
【００５０】
　構造体は、ＭＥＭＳ素子等の電気機械素子の構造体に限定されるものではなく、本発明
では、中空構造を必要とする構造体であれば他の構成でも含むものである。
　例えば、ＭＥＭＳ素子以外の圧電体を有する素子（圧電薄膜共振器等）を用いたフィル
タ等にも適用可能である。
【００５１】
　また、上述の実施の形態では、構造体１０が複数である場合を説明していたが、本発明
では、構造体が１個の場合にも適用することができる。構造体が１個の場合には、構造体
の近傍にダミー部材を設ければよい。
　例えば、ＭＥＭＳ素子の構造体は、その機能実現のため複雑な平面レイアウトをとる場
合もある。この場合、構造体が１個であっても、保護膜に大きな段差がついてしまうため
、本発明を適用してダミー部材を設けることが有効である。
【００５２】
　本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲でその他様々な構成が取り得る。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
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【図１】本発明の一実施の形態の封止構造の概略構成図（断面図）である。
【図２】Ａ、Ｂ　図１の封止構造の製造方法を示す工程図である。
【図３】Ｃ、Ｄ　図１の封止構造の製造方法を示す工程図である。
【図４】Ｅ、Ｆ　図１の封止構造の製造方法を示す工程図である。
【図５】Ｇ、Ｈ　図１の封止構造の製造方法を示す工程図である。
【図６】Ｉ、Ｊ　図１の封止構造の製造方法を示す工程図である。
【図７】図１の封止構造を変形した構成の概略構成図（断面図）である。
【図８】ＭＥＭＳ素子の構造体を保護膜で封止した構成の概略断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
１　基板、２　絶縁層、３　信号線、４　梁、５，６　空間、７　保護膜（キャビティ膜
）、８　絶縁層、９　封止材、１０　構造体、２０　ダミー部材、２１，２３　導体膜、
２２　下側犠牲層、２４　犠牲層、２５　開口部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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